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千葉県一時保護所学習支援業務委託 

総合評価一般競争入札説明書 
 

 

 この入札説明書は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）、千葉県財務規則（昭和３９年千葉県規則第１３号の２）、本件調達に係る入札

公告のほか、県が発注する調達（物品の購入又は製造、印刷の請負及び委託業務（建設工事に

係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。）以下「物品・委託等」という。）契約に関し、

総合評価一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、

遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 

 

１ 入札に付する事項 

  購入等件名  千葉県一時保護所学習支援業務委託 

  数   量  一式 

 

２ 入札参加者に必要な事項 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適

格者名簿に登載されている者のうち、委託においてＡの等級に格付けされている者である

こと。 

   なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受

け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることがで

きる。 

（３）この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参

加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 

（４）入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基

準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等

排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定により更生手続き開始の申立

をしている者（同法に基づく裁判所の更生手続開始決定が行われている場合を除く。）でな

いこと。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定により再生手続き開始の申立

をしている者（同法に基づく裁判所の再生手続開始決定が行われている場合を除く。）でな

いこと。 

（７）商法（明治３２年法律第４８号）附則（平成１６年法律第７６号）第８条の経過措置が

適用され改正前の商法第３８１条の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者でな

いこと。 

（８）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始の

申立を行っている者でないこと。 

（９）最近２年間の法人税、法人県民税、法人市町村民税、法人事業税、固定資産税、消費税

又は地方消費税に未納がない者であること。 

（10）過去５年以内に地方公共団体の一時保護所等での学習支援員の派遣に関する案件の履行

実績を有する者であること。 

（11）千葉県一時保護所学習支援業務総合評価委員会（以下「委員会」という。）の委員が自
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ら主宰し、役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者

でないこと。 

（12）委員会の委員でないこと。 

（13）ＩＳＭＳ又はプライバシーマークを取得している者であること。 

 

３ 入札参加資格提出書類及び提出方法 

入札に参加を希望する者は、次の（１）に定める事項を記載した書面を提出し、提出した

書類について千葉県知事より説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

なお、提出された書面を審査した結果、上記２に掲げる要件を満たしていると認めた者に

限り入札の対象とする。 

（１）提出書類 

① 総合評価一般競争入札参加資格確認申請書（様式 1） 

② 会社概要（様式２） 

③ 過去５年以内に地方公共団体の一時保護所等での学習支援員の派遣に関する案件の履

行実績を証するもの（契約書又は検査結果通知書の写しを添付する。）（様式３） 

④ 本件業務に従事する作業者の一覧・経歴等（当該作業者の資格証明書又は確認できる

証等の写しを添付する。）（様式４） 

⑤ 契約締結に係る確約書（様式５） 

⑥ 最近２年間の法人税、法人県民税、法人市町村民税、法人事業税、固定資産税、消費

税又は地方消費税に未納がないことを証明するもの（完納証明書） 

⑦ 結果通知用封筒（長３号）一式（総合評価一般競争入札参加資格審査結果通知の送付

先を明記し、簡易書留相当分の切手を貼付したもの） 

（２）受付期間 

令和７年２月７日（金）から令和７年２月２８日（金）まで 

（午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

※ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日を除く。 

（３）提出方法 

（４）の場所に直接持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平

成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規

定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）（郵

便の場合は書留とし、信書便の場合は書留に準ずる方法に限る。）によるものとし、電話、電

報、ファクシミリ、電子メール、宅急便等は不可とする。 

なお、郵便又は信書便により提出する場合は、令和７年２月２８日（金）午後５時までに

必着すること。 

（４）提出場所 

千葉県健康福祉部児童家庭課児童相談所改革室 

〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 千葉県庁本庁舎１３階 

TEL  043-223-3634（直通） 

（５）結果通知 

入札参加資格審査の結果は、令和７年３月３日（月）以降に、全ての申請者に対し郵送に

て通知する。 

 

４ 質問の受付及び回答 
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入札説明書、要求水準書の内容、その他入札に係る質問については、次のとおり受け付ける

ものとする。 

（１）質問については、書面（様式６又は様式７）により FAX又は電子メールで行うこと。 

なお、送信後は必ず下記１７の担当者に対し、着信確認のための電話をすること。 

（２）質問の受付期間 

(入札参加資格審査関係) 

 令和７年２月７日（金）から令和７年２月１４日（金）まで 

(業務提案書関係) 

 令和７年２月７日（金）から令和７年２月２８日（金）まで 

（時間はいずれも午前９時から午後５時まで） 

※ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日を除く。 

（３）受付場所 

下記１７に同じ。 

（４）回答 

 質問に対する回答については、入札参加希望者に対し、FAX 又は電子メールにより回答

する。 

(入札参加資格審査関係) 

令和７年２月２１日（金）まで 

(業務提案書関係) 

令和７年３月７日（金）まで 

 

５ 入札提出書類の提出期間及び場所等 

（１）提出期間 

入札参加資格審査の結果通知を受領した日から 

令和７年３月１８日（火）午後５時まで 

（２）提出場所 

３の（４）と同じ 

（３）提出書類 

次の書類を揃えて提出すること。 

① 入札書（様式８）                  １部 

② 委任状[代理人を選任した場合]（様式９）       １部 

③ 誓約書（様式１０）                  １部 

④ 業務提案書及び同概要版               各１０部 

⑤ 上記④のＰＤＦ形式による電子データ（ＣＤ－Ｒ等）     ２部 

（４）提出方法  

① ３の（４）の場所に直接持参するか、郵便又は信書便（郵便の場合は書留とし、信書

便の場合は書留に準ずる方法に限る。）によるものとし、電話、電報、ファクシミリ、電

子メール、宅急便等は不可とする。 

② 入札書等（上記(３)に関する書類。）を直接持参する場合は、入札書については、７の

(１)の⑤を参照し提出すること。その他の書類については直接提出すること。 

③ 入札書等（上記(３)に関する書類。）を郵送又は信書便により提出する場合には、入札

書については、７の(１)の⑤を参照し、その他の書類については、外封筒に必要書類を

入れ、封入封緘し「何月何日開札［件名］の入札提出書類在中」と朱書きすること。な
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お、業務提案書については入札書等と別便での郵送を可能とする。 

④ 郵便又は信書便により提出する場合は、令和７年３月１８日（火）午後５時までに必

着すること。 

 

６ 入札の取りやめ 

妨害、不正行為、入札参加予定者（入札参加資格を認定され、入札参加予定の者。）の連合

その他入札を公正に執行することができない事由が生じ又は生じる恐れがあると認められる

ときは、入札期日を延長し又は入札を取りやめることがある。この場合は、その旨公示すると

ともに入札参加者に通知する。 

 

７ 入札書に関する事項 

（１）入札書は以下のとおり提出すること。 

① 入札書は直接持参するか、郵便又は信書便とする。 

② 入札書（様式８）は、入札者の住所、氏名又は法人名、代表者名等を記入し、押印す

ること。 

③ 入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。）をもっ

て契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額（契約業務を執行するために必要な一

切の諸経費を含めて見積もった金額。）の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。 

④ 入札書の記載金額と業務提案書の提案見積書等の積算根拠に相違がある場合には、入

札書の記載金額をもって入札価格とする。 

⑤ 入札書は、直接提出する場合は封筒に封入封緘し、封筒の表に氏名（法人の場合はそ

の商号又は名称。）及び「何月何日開札［件名］の入札書在中」と朱書すること。また、

郵便又は信書便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に封入封緘し、当

該中封筒の表には直接提出の場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の表には「何月何

日開札［件名］の入札書在中」と朱書きしなければならない。 

⑥ 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、入札金額は日

本国通貨による表示に限るものとする。 

（２）代理人が入札提出書類を提出する場合には、委任状（様式９）を提出すること。 

なお、入札参加者又はその代理人は、当該入札に参加する他の入札参加者の代理人となる

ことはできない。 

（３）入札参加者又はその代理人は、入札書、委任状及び誓約書の記載事項を訂正する場合は、

当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 

（４）入札参加者又はその代理人は、その提出した入札提出書類の引換え、変更又は取消しを

することができない。 

 

８ 入札保証金 

  千葉県財務規則第１０７条の規定によるものとする。 

 

９ 入札の無効に関する事項 

次のいずれかに該当するときは、その者の入札は無効とする。 

（１）入札に参加する資格のない者が入札したとき。 
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（２）所定の日時及び場所に入札書及び業務提案書を提出しないとき。 

（３）本入札に対して、２以上の提案をしたとき。 

（４）本入札に対して、自己のほか、他人の代理をかねて提案したとき。 

（５）本入札に対して、２以上の代理人を指定したとき。 

（６）入札に関して談合等の不正行為があったとき。 

（７）入札書の金額、住所、氏名、印影若しくは重要な文書の誤脱、又は認識しがたい入札又は

金額を訂正した入札をしたとき。 

（８）本入札に対して、予定価格の１１０分の１００を超える入札をしたとき。 

（９）「１３ 業務提案書に関する事項」で示した条件に反したとき。 

 (１０)その他、提示した事項及び本入札に関する条件に反したとき。 

 

１０ 入札の辞退 

（１）入札参加者は、入札書の提出前であれば入札を辞退することができる。ただし、入札書

受付締切日時を過ぎてからの辞退はできない。 

（２）上記（１）の場合、入札参加者は、入札辞退届（様式１１）又はその旨を明記した入札

書を３の（４）と同じ提出場所に直接提出しなければならない。 

 

１１ 開札 

開札は入札終了後、１２で示す日時・場所にて入札参加者の立ち会いのもと行う。 

当該入札をした入札参加者が立ち会わないときは、これに代わって当該入札事務に関係

のない職員に立ち会わせて行う。 

 

１２ 開札の日時及び場所 

（１）開札日時 

令和７年３月１９日（水）午前１０時 

（２）開札場所 

千葉県健康福祉部児童家庭課内 

 

１３ 業務提案書に関する事項 

業務提案書は、別紙「千葉県一時保護所学習支援業務委託提案書作成要領」により作成す

ること。 

なお、委託内容は別添「千葉県一時保護所学習支援業務委託要求水準書」に記載のとおり

であるが、これ以外に本業務の目的達成に有効と考える手法・アイデア等がある場合には、

その内容も業務提案書に盛り込むこと。 

 

１４ 落札者の決定方法 

（１）落札者の決定について 

落札者決定方法については、「千葉県一時保護所学習支援業務委託落札者決定基準」に基

づき、委員会による業務提案書の審査と入札額を総合的に評価し、総合評価点の最も高い

者を落札者として決定するものとする。 

（２）入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０を加算した額を落札価格とする。 

（３）業務提案書の審査について、基礎審査及び業務提案審査は、令和７年３月中旬に行う。 

なお、業務提案審査に際して業務提案についてのプレゼンテーションを行い、提案内容

についての説明を求める。なお、業務提案審査の日程等については業務提案書の提出者全
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員に事前に通知する。 

（４）提案者の選定結果の通知 

基礎審査の結果については、令和７年３月中旬に、業務提案書の提出者全員に対し郵送

で通知する。 

業務提案審査の結果については、令和７年３月下旬に提案者に対し、郵送にて通知する。 

 

１５ 契約書 

（１）契約は、各団体と個々に締結することとし、その契約に当たっては契約書を作成する。

この場合において、双方が記名押印することにより当該契約は成立する。 

（２）契約書の内容は、別紙契約書（案）のとおりとするが、契約の際に各契約団体と協議す

ること。 

（３）契約書は２通作成し、双方各１通を保管する。 

（４）契約書作成に要する一切の費用は落札者の負担とする。 

（５）落札者は、決定の通知が落札者に到達した日から１ケ月以内に契約を締結しなければな

らない。期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失う。ただし、

協議会が特に理由があると認めた場合は、この限りではない。 

（６）契約保証金については、千葉県財務規則（昭和３９年千葉県規則第１３号の２）第９９

条の規定による。 

 

１６ その他 

（１）参加資格審査申請書又は提案書に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本国通貨、日本

の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限るものとする。 

（２）提案に必要な費用は、各提案者の負担とする。 

（３）提案書の著作権は、その提案者に帰属する。 

（４）提出期限後の参加資格審査申請書又は提案書の再提出及び差し替えは認めない。 

（５）提出後の参加資格審査申請書及び提案書は、返還しない。 

（６）入札関係書類に虚偽の記載をした場合には、入札を無効とするとともに、虚偽の記載を

した者に対して不利益処分を行うことがある。 

（７）入札関係書類に記載した業務主任作業者は、病休、死亡、退職等の特別な場合を除き、

変更できないものとする。 

（８）上記に記載されているものの他、手続及び契約事務については、各団体の関係規定を準

用する。 

 （９）追加利用団体が生じた場合における取扱いについては、別途協議すること。 

 （10）この公告に係る契約は、令和７年度歳入歳出予算が令和７年３月３１日までに千葉県議

会で可決された場合において、同年４月１日に確定させる。 

 

１７ 入札に関する照会先の名称及び所在地 

千葉県健康福祉部児童家庭課児童相談所改革室 

〒260-0855 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 千葉県庁本庁舎１３階 

TEL  043-223-3634（直通） 

FAX  043-224-4085 

E-mail ：katei8@mz.pref.chiba.lg.jp 


